
具体的改善方策 

・関係業界の関係者など養成人材像と関連が深い者等からなるアドバイザリーボードの設置 

・ステークホルダー等の参画を得た上でのコアカリキュラムの策定促進 
・社会人に対する柔軟で多様な教育機会提供、ICTの活用、博士レベルの専門職学位の検討等 

・他の課程との連携を強化し、新たな取組や自らの強みや特徴を伸ばすための取組を促進する 
 ため、専門職大学院の必置教員が他の課程の専任教員を兼務することを一定程度認めること 
 を検討（新設の場合の時限付措置、積極的な効果が認められ、かつ、支障がない場合の恒常 
 的措置） 
・みなし専任教員の担当科目数の緩和など、適切な実務家教員の確保の促進 等 

・認証評価機関は、修了生の就職先、学生等から意見を聴き、評価に反映させることが必要。 
・機関別評価と分野別評価の効率化（機関別評価での分野別評価の結果の活用、専門職大学 
 院のみを設置している大学の場合は、機関別と分野別の評価を一本化の検討） 
・国際認証を得た場合、国内の認証評価受審に伴う負担の軽減の検討 

・具体的にどのような人材の養成を目指しているのか、ステークホルダーとどのよう な連携を図っ 
 て教育内容を充実するのか等、社会（「出口」）との連携方策の策定・公表 
・修了生の活躍状況等についての情報公開の促進 

・ ①世界的に活躍するグローバル人材の養成、②地域の課題解決に貢献する地域人材の養成、 
   ③社会的ニーズの高い特定の分野に強みを有する専門人材の養成といった各専門職大学院 
 の強みや特色を打ち出すための組織的取組を促すため、①から③ごとに定める一定の基準を 
 満たしたと認められる専門職大学院を新たに認定し、メリットを付与する制度を検討。導入にあ 
 たっては、多くの分野と関連が深い経営系分野から開始することも一案 

中央教育審議会大学分科会大学院部会専門職大学院ワーキンググループ 

「専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について」（概要） 

○専門職大学院は、平成１５年度に、高度専門職業人養成に目的を特化した課程として創設以来、大学院 
  教育の実質化や社会人教育を牽引する役割を担うとともに、一定程度の普及定着が図られてきた。 
○一方、社会（「出口」）との連携が必ずしも十分ではなく、多様化するニーズを的確に踏まえたプログラム 
  提供ができていない、学位の付加価値についての理解を得られていない等のため、制度導入時に期待 
   されていたほどの広がりには至っていない。 
○高度専門職業人養成という観点から、修士課程と専門職学位課程の役割分担が明確ではない。 

少子高齢化が急激に進展する我が国が持続的な成長を継続するため、専門性が要求され
る分野において国民一人一人の労働生産性を向上させることが喫緊の課題であり、高度専
門職業人養成機能の一層の充実強化が必要 
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①高度専門職業人養成機能の充実・強化 

・自らの強みや特徴を伸ばすための取組促進 

・高度専門職業人養成のための中核的教育機関と 

  位置付け、高等教育全体としての機能強化 

②社会（「出口」）との連携強化 

・社会（「出口」）との連携強化の重要性と必要性を 
 専門職大学院制度に一層取り込むことが必要 

・学士課程、修士課程、他の専門職学位課程等の 
  教員とも連携して特色ある教育プログラムを提供 

④分野ごとのきめ細かい対応 

・対応が必要と考えられる課題については、分野 
 ごとのきめ細やかな対応が必要 

修士課程との在り方の整理を含めた大学院全体としての見直し 

・高度専門職業人養成機能を強化する観点から、大学院全体としての議論が必要。特に、高度専門職業人養成 
 を主たる目的とする修士課程等の専門職学位課程へ移行を促す方策についても検討が必要。その際、専門職 
 大学院の設置が進んでいない、地方におけるニーズを踏まえることが必要。 
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